
第 1 0 9 2回 教 育 委 員 会 

 

令和２年 12月 22日  

県庁舎教育委員室  

 

１ 開   会    午後２時 

 

２ 会期の決定 

 

３ 報   告 

（１） 令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜における新型コロナウ

イルス感染症への対応について           （高校教育課） 

（２） 令和３年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学者選抜第２次募集

について                     （高校教育課） 

（３）  山形県公立高等学校入学者選抜方法改善検討委員会からの報告書の

提出について                   （高校教育課） 

 

４ 議   題 

議第１号 山形県体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定につ

いて                   （スポーツ保健課） 

議第２号 教職員の人事について             （教職員課） 

 

５ 閉   会 



令 和 ２ 年 １ ２ 月 

山形県教育委員会 

令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜における新型コロナウイルス 

感染症への対応について 

このことについて、令和２年１１月定例教育委員会で報告したことに加え、下記のとおり対応い

たします。 

記 

１ 受検者の感染防止対策について 

東桜学館中学校を通じて、受検者及び保護者に「令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者

選抜における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のお願いについて」（資料１）を送付し、

受検者の受検前までの健康管理や当日の感染防止対策の協力を依頼する。 

２ 新型コロナウイルス感染症の感染者及び感染者の濃厚接触者等の症状に応じた対応について 

「令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染症の感染

者及び濃厚接触者等の症状に応じた対応について」（資料２）により、症状に応じて、「受検不

可」、「別室で受検」または「通常受検」となることを示した。なお、「受検不可」となる者につ

いては、「令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染者等

の特例措置による選抜に係る実施要項」（資料３）により選抜する。 

３ その他 

今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により、追加的な対応を行う場合は、東桜学館

中学校をとおして受検者へ速やかに周知するとともに県教育庁高校教育課ホームページへ掲載

する。 
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令和２年１２月 

受検者・保護者の皆さんへ 

令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜における 

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のお願いについて 

山形県教育委員会 

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底を図るため、以下の点について留意してい

ただくとともに、受検に向けての体調管理に万全を期すようお願いします。 

１．入選前日までの健康管理について 

⑴ 毎朝の検温や健康観察の実施、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染防止対策への

取り組みをお願いします。 

⑵ 発熱・咳等の症状（※１）が見られる場合は、あらかじめ医療機関を受診し、医師等

の指示に従ってください。 

※１ 発熱・咳等の症状とは、３７．５度以上の発熱がある。息苦しさ（呼吸困難）がある。強いだるさ
（倦怠感）がある。味覚障害や嗅覚障害がある。咳の症状や咽頭痛が続いている。等 

２．入選当日の感染防止対策について 

⑴ 検査会場では、原則としてマスクの着用をお願いします。なお、面接の際もマスクの

着用をお願いします。なお、事情によりマスクを着用できない場合は、事前に申し出て

ください。 

⑵ 検査室の換気を適宜実施します。そのため、室温が低くなる場合もありますので重ね

着で調整できるようにするなど、防寒対策をお願いします。 

⑶ 休憩時間やトイレの使用時、昼食時にできる限り他者との接触、会話を控えてくださ

い。 

⑷ 各検査室付近に消毒液を準備しますので、手指消毒の徹底をお願いします。

⑸ 発熱・咳等の症状のある場合は、検査監督等に申し出てください。

⑹ 下校時は、昇降口の混雑を防ぐため、係の誘導に従ってください。

３．新型コロナウイルス感染症の感染者または感染者の濃厚接触者（※２）等となった場合に

ついて 

別添の「令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜における新型コロナウイルス感

染症の感染者及び濃厚接触者等の症状に応じた対応について」をご覧いただき、受検者の

症状から受検の可否等について確認してください。 

資料１ 
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４．受検者の特例措置について 

新型コロナウイルス感染症の感染者または感染者の濃厚接触者（※２）等となったために

入選当日に欠席した志願者については、「令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜にお

ける新型コロナウイルス感染者等の特例措置による選抜に係る実施要項」に基づき選抜を実

施します。保護者は、受検者が特例措置の対象者に該当すると思われる場合、その旨を速や

かに東桜学館中学校に電話連絡をしてください。 

５．当日、発熱・咳等の症状のある場合について 

新型コロナウイルス感染症の感染者または感染者の濃厚接触者（※２）等に該当せず、発

熱・咳等の症状やインフルエンザに罹患している場合は、別室で受検することになります。

この場合、保護者は、その旨を速やかに東桜学館中学校に連絡をしてください。 

６．受検後に感染したことが判明した場合 

入選当日から２週間以内に、受検者が新型コロナウイルス感染症に感染したことが判明し

た場合、保護者は、その旨を速やかに東桜学館中学校に連絡をしてください。 

７．その他 

今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により、追加的な対応を行う場合は、県教育

庁高校教育課ホームページへ掲載します。 

＜山形県教育庁高校教育課 令和３年度県立中学校入学者選抜情報＞ 

https://www.pref.yamagata.jp/700013/bunkyo/kyoiku/gakkoukyouiku/chu/tyuunyuusen/r03tyuunyuusen.html 
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令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜における新型コロナウイルス 

感染症の感染者及び濃厚接触者等の症状に応じた対応について 

山形県教育委員会 

１ 受検者の症状に応じた受検の可否 

受検者の症状 受検の可否 備考 

A 

新型コロナウ

イルス感染症

の感染者 

① 入選当日に入院中又は自宅や宿泊施設におい

て療養中の場合 
受検不可 

特例措置の

対象者 

② 入選前日までに治癒した場合
通常通り 

受検 

B 

新型コロナウ

イルス感染症

の感染者の濃

厚接触者（＊） 

③ 入選前日までにＰＣＲ検査の結果が判明しな

い場合 
受検不可 

特例措置の

対象者 

④ 入選当日が自宅待機を要請されている期間中

で、ＰＣＲ検査の結果が入選前日時点で陰性が確

認されたが、入選当日に発熱・咳等の症状がある

場合 

受検不可 
特例措置の

対象者 

⑤ 入選当日が自宅待機を要請されている期間中

で、ＰＣＲ検査の結果が入選前日時点で陰性が確

認されかつ入選当日無症状の場合 

別室で 

受検 

⑥ 入選当日が自宅待機を要請されている期間を

既に経過した場合 

通常通り 

受検 

C 

⑦ 発熱・咳等の症状があるため医療機関を受診し、医師の判断に

よりＰＣＲ検査を受け、入選前日までに検査結果が判明しない場

合 

受検不可 
特例措置の

対象者 

D 
⑧ 濃厚接触者と認められていないが、保健所からの依頼により、

ＰＣＲ検査を受け、入選前日までに検査結果が判明しない場合 

別室で 

受検 

E ⑨ インフルエンザ等の感染症に感染した場合
別室で 

受検 

F ⑩ 発熱・咳等の症状がある場合
別室で 

受検 

＊ 濃厚接触者とは、保健所より濃厚接触者と認められた者のほか、入選当日を基準に過去２週間

以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域から日本に入国した

者を含みます。 

資料２ 
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※ 発熱・咳等の症状とは、次のような症状をいう。

⑴ 発熱（３７．５度以上）の症状がある。

⑵ 息苦しさ（呼吸困難）がある。

⑶ 強いだるさ（倦怠感）がある。

⑷ 味覚障害または嗅覚障害がある。

⑸ 咳の症状が続いている。

⑹ 咽頭痛が続いている。

２ 「受検不可」又は「別室で受検」となる場合の連絡について 

⑴ 保護者は、受検者が上記１の症状により「受検不可」又は「別室で受検」となる場

合は、その旨を速やかに東桜学館中学校に電話で申し出ること。（下図の①） 

⑵ 東桜学館中学校長は、新型コロナウイルス感染症により「受検不可」又は「別室で

受検」（上記１①③④⑤⑦⑧）の受検者がいる場合は、その旨を速やかに高校教育課長

に電話で報告すること。（下図の②） 

３ 新型コロナウイルス感染症の感染者及び感染者の濃厚接触者等となったために、入学

者選抜を欠席した受検者の特例措置について 

受検者が、新型コロナウイルス感染症の感染者及び感染者の濃厚接触者等となったた

めに、入学者選抜を欠席した場合は、「令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜

における新型コロナウイルス感染者等の特例措置による選抜に係る実施要項」に基づい

て選抜する。手続きは、実施要項を参照のこと。 

受検者 東桜学館中学校 高校教育課 

①保護者から

電話で申し出 
②電話で報告

図 「受検不可」又は「別室で受検」の場合の連絡の流れ 
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令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜における 

新型コロナウイルス感染者等の特例措置による選抜に係る実施要項 

山形県教育委員会 

１ 目的 

令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜において、新型コロナウイルス感染

症に感染した志願者または濃厚接触者となった志願者等（下記２⑴～⑷）が、適性検

査、作文及び面接を受検できなかった場合に受検機会を確保する観点から、安心して

受検できる入学者選抜制度に資することを目的とする。 

２ 本実施要項において対象となる者（以下、「対象者」という。） 

志願している者で、以下のいずれかの理由で、入選当日、受検できなかった者。 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の感染者で、入選当日に入院中又は自宅や宿泊施設

において療養中の者。 

⑵ 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者（※１）のうち、入選前日までにＰＣ

Ｒ検査の結果が判明していない者。 

⑶ 新型コロナウイルス感染症の感染者の濃厚接触者のうち、入選当日が自宅待機

を要請されている期間中で、ＰＣＲ検査の結果が入選前日時点で陰性が確認され

たが、入選当日に発熱・咳等の症状（※２）がある者。 

⑷ 発熱・咳等の症状があるため医療機関を受診し、医師の判断によりＰＣＲ検査

を受け、入選前日までに検査結果が判明しない者。 

※１ 濃厚接触者とは、保健所より濃厚接触者と認められた者のほか、入選当日を基準に、過

去２週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等か

ら日本に入国した者を含む。 

※２ 発熱・咳等の症状とは、３７．５度以上の発熱がある、息苦しさ（呼吸困難）がある、

強いだるさ（倦怠感）がある、味覚障害や嗅覚障害がある、咳の症状や咽頭痛が続いてい

る、等 

３ 対象者の入学者選抜に係る特例措置 

 「令和３年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜実施要項」等に定めるもののほ

か、次のとおりとする。 

⑴ 適性検査等

適正検査、作文及び面接は実施しない。

⑵ 選抜の方法

選抜は、山形県立東桜学館中学校の基本理念を踏まえ、調査書中の記載事項を

資料として総合的に判断する。 

⑶ 定員の取扱い

対象者については、入学定員とは別に合否を判定できるものとする。

資料３ 
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４ 手続き 

⑴ 志願者の保護者は、本特例措置の対象者となった場合には、速やかに東桜学館

中学校に電話で連絡すること。 

⑵ 志願者の保護者は、「新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置承認申請書」

（別紙様式１）を、令和３年１月 12 日（火）正午まで、東桜学館中学校長あてに

提出すること。上記２の⑷に該当する場合は、ＰＣＲ検査を受けた期日、同検査

を受けた医療機関名及びそのときの志願者の症状等を特例措置承認申請書に記入

の上、医療機関を受診したことの証明書（領収書の写し等）を添付すること。 

⑶ 東桜学館中学校長は、⑵の提出を受け、本特例措置の対象者として承認する場

合は、高校教育課長に報告の上、「新型コロナウイルス感染症特例措置承認通知

書」（別紙様式２）を志願者の保護者あて送付すること。 

５ 配慮事項 

 合格者の認定に当たっては、対象者以外の受検者が入学定員を超えて合格しないよ

うにすること。 

６ 選抜結果の通知 

選抜結果通知書は、令和３年１月 14 日（木）に発送する。 

７ その他 

⑴ 本実施要項は、令和３年度入学者選抜にのみ適用する。

⑵ 東桜学館中学校長は、対象者の志願及び合格状況を、高校教育課長に報告しな

ければならない。 

⑶ 新型コロナウイルス感染症への対応については、日々状況が変化しているた

め、今後も必要に応じて更に変更して実施する場合がある。 
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（別紙様式１） 

令和３年 月 日 
山形県立東桜学館中学校長 殿 

保護者氏名 ㊞ 

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置承認申請書 

令和３年度入学者選抜における特例措置を下記のとおり申請いたします。 

記 
１ 受 検 番 号 

２ 志願者氏名 

３ 学 校 名 立 学校 

４ 申 請 理 由（該当する項目の番号を○で囲んでください。） 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の感染者で、入選当日に入院中又は自宅や宿泊施

設において療養中の者。

⑵ 新型コロナウイルス感染症の感染者の濃厚接触者（※１）のうち、入選前日

までに  ＰＣＲ検査の結果が判明していない者。

⑶ 新型コロナウイルス感染症の感染者の濃厚接触者のうち、入選当日が自宅待

機を要請されている期間中で、ＰＣＲ検査の結果が入選前日時点で陰性が確

認されたが、入選当日に発熱・咳等の症状（※２）がある者。

⑷ 発熱・咳等の症状があるため医療機関を受診し、医師の判断によりＰＣＲ検

査を受け、入選前日までに検査結果が判明しない者。（以下の枠の中を記入

の上、医療機関を受診したことの証明書（領収書の写し等）を添付してくだ

さい。）

※１ 濃厚接触者とは、保健所より濃厚接触者と認められた者のほか、入選当日を基準に、過去２週間以

内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等から日本に入国した者を

含む。 
※２ 発熱・咳等の症状とは、３７．５度以上の発熱がある、息苦しさ（呼吸困難）がある、強いだるさ

（倦怠感）がある、味覚障害や嗅覚障害がある、咳の症状や咽頭痛が続いている、等

ＰＣＲ検査について 

検査実施日 令和 年 月 日 

医療機関名 

症 状 等 

報告1－8



令和３年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学者選抜第２次募集実施要項 

山形県教育委員会 

令和３年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学者選抜第２次募集は、令和３年度山形県立高

等学校入学者選抜基本方針に定めるもののほか、この要項に定めるところにより実施する。 

１ 募集定員 

設置学科 コース 募集人員 

生産情報 

情報技術コース 約３名 

生産システムコース 約３名 

生産デザインコース 約２名 

２ 志願資格 

次の各号の一に該当する者 

（１）高等学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校を、卒業又は令和３年３月卒業見

込みの者 

（２）学校教育法施行規則(昭和 22年文部省令第 11 号)第 150 条の規定により、高等学校を卒

業した者と同等以上の学力があると認められる者 

３ 募集公告 

県教育委員会の募集についての公告は、令和２年 12 月４日（金）に県公報によって行う。

県立米沢工業高等学校長は、この公告に基づき募集する。 

４ 募集要項 

（１）高等学校では、募集要項に、志願資格、設置学科、入学定員、教育課程の概要、出願手

続、検査日時、検査教科、携行品、受検上の注意、合格発表の日時、入学後の経費に関

する記述等を明確に記載する。 

（２）高等学校長は、募集要項１部（入学願書も添付）を令和２年 12 月 18 日（金）必着で、

県教育庁高校教育課長あて提出する。 

５ 出願書類の交付 

出願に必要な書類は、県立米沢工業高等学校において交付する。 

６ 出願期間 

令和３年１月４日（月）から同年１月８日（金）正午までとする。 

郵送の場合でも締切日時までに必着とする。 

７ 提出書類 

（１）入学願書 

学校所定のものに、山形県立学校の授業料等徴収条例(昭和 43年３月県条例第 18号)

に基づき、入学者選抜手数料として 2,200 円の山形県収入証紙を貼る。ただし、消印は

しないものとする。 
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（２）履歴書・身上書 

学校所定のもの。貼付する写真は、最近 3 か月以内に撮影した正面顔写真とし、脱帽

し、大きさは４cm×５cmのもの。 

（３）調 査 書  

高等学校卒業（卒業見込み）の者は、当該高等学校の調査書。 

 高等学校を卒業していない者は、同等以上の学力を証明する書類とする。 

（４）健康診断書  

学校所定のものとし、令和２年４月１日以降に受診したもの。卒業見込みの者は在学

校の健康診断の写しで可とする。 

８ 選  抜 

提出書類によるほか、次のとおり小論文及び面接（プレゼンテーションを含む）により行う。 

（１）期 日 令和３年１月 23日（土） 

（２）場 所 県立米沢工業高等学校 

（３）選考方法 

イ 小論文(50 分)

ロ 面接（15分程度）

９ 合格発表 

令和３年１月 27日（水）午後３時予定 

10 その他 

細部については、令和３年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学者選抜第２次募集要項に

よることとし、同校に問い合わせること。 
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山形県公立高等学校入学者選抜方法改善検討委員会からの 

報告書の提出について 

令和元年度から２年間にわたり、公立高等学校入学者選抜方法改善検討委員会を開催

し検討を行ってきました。このたび報告書がまとまり、１２月１８日に須賀委員長から

教育長に提出されましたので、検討結果と今後の日程についてお知らせします。 

１ 検討結果について 

（１）インフルエンザ罹患者等に対する対応について

インフルエンザに罹患した場合など、やむを得ない理由で学力検査、適性検査を受

検できない受検者に対して、別日程での学力検査問題による追検査、適性検査を実施

する。 

① 追検査は、県教育委員会が作成する、本検査と同程度の難易度による５教科の

学力検査問題とする。

② 追検査の結果と本検査の結果は同等に扱い、追検査受検者のための特別枠は設

けない。

③ 適性検査及び面接を実施する高校については、追検査においても実施する。

④ 令和５年度入学者選抜から実施することが望ましい。

（２）入学者選抜日程の改善及び面接の実施方法の変更について

○入学者選抜日程は、学力検査日を３月７日（適性検査は８日）、追検査日を１２日（適

性検査は１３日）、合格発表日を１７日とする。

○一般入学者選抜における面接は、実施を希望する高等学校でのみ行うこととする。

・面接を実施した場合の取扱いは、これまで同様「必要に応じて参考資料とする」

または「全受検者について資料とする」のいずれかとする。

○受検者の昼食時間を適切に設定するため、学力検査時間割を変更し、昼休みを１０

分間延長する。（昼休みを５０分間とし、午後の学力検査を１０分間繰り下げる。）

① 入学者選抜日程の変更は、令和５年度入学者選抜から実施することが望ましい。 

② 一般入学者選抜における、面接の実施方法の変更及び学力検査時間割の変更は、

令和４年度入学者選抜から実施することが望ましい。
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（３）採点ミスに係る再発防止策としてのマークシート方式の導入の可否について

マークシート方式の導入は、採点ミスの防止及び客観式問題採点者の業務負担の軽

減を図ることができるという、一定の効果を認めることができるが、現在の採点業務

で大きな負担となっている記述式問題の採点業務と、採点業務全体の所要時間の削減

に影響を与えることはない。 

このことから、マークシート方式の導入については、現時点では見送ることとする

が、今後とも、本県の学力検査問題の出題方針に照らしながら、マークシート方式の

導入やデジタル採点システム等の導入について、継続的に研究していくこととする。 

２ 今後の日程 

１月下旬 改善方針案策定 

２月上旬 文教公安常任委員会報告 

２月中旬 パブリックコメント 

３月中旬 改善方針決定・公表 
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議第 １ 号 

山形県体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

山形県体育施設条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

山形県体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 山形県体育施設条例施行規則（昭和 41 年７月県教育委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項中「及び休場日」及び「（山形県あかねケ丘陸上競技場にあつては、

月曜日）」を削る。 

第 10 条第２項中「又は入場」を削る。 

第 11 条中「又は入場」及び「又は退場」を削る。 

別記様式第２号乙中、 

「 「 

体 育 館 体 育 館 

武 道 館 を 武 道 館 に、 

陸上競技場

」  」 

「退館（場）」を「退館」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

提 案 理 由 

山形県あかねケ丘陸上競技場の廃止に伴い、規定の整備を図るため提案するもので

ある。 

令和２年 12 月 22 日提出 

山形県教育委員会 

教育長 菅 間 裕 晃 

議1－1



山形県体育施設条例施行規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表 

現 行 改 正 案 

（設置） （設置） 

第１条 －略－ 第１条 －略－ 

（休館日等） （休館日等） 

第２条 体育施設の休館日及び休場日は、条例第８

条の規定により指定管理者が管理を行う場合を除

き、毎月の第３月曜日（山形県あかねケ丘陸上競

技場にあっては、月曜日）及び12月29日から翌年

の１月３日までの日とする。 

第２条 体育施設の休館日は、条例第８条の規定に

より指定管理者が管理を行う場合を除き、毎月の

第３月曜日及び12月29日から翌年の１月３日まで

の日とする。 

２ －略－ ２ －略－ 

第３条～第９条 －略－ 第３条～第９条 －略－ 

第10条（１）～（５） －略－ 第10条（１）～（５） －略－ 

２ 使用者は、その権原に基づき体育施設に入館

又は入場させた者があるときは、その者に対し

て前項各号に掲げる事項を遵守させなければな

らない。 

２ 使用者は、その権原に基づき体育施設に入館

させた者があるときは、その者に対して前項各

号に掲げる事項を遵守させなければならない。 

第11条 教育委員会（条例第８条の規定により指定

管理者が管理を行う場合にあっては指定管理者）

は、体育施設に入館又は入場している者（前条第

２項の規定の適用がある者を除く。）が前条第１

項各号に規定する事項に違反したとき、その他体

育施設の管理上支障がある行為をし、又はするお

それがあると認めるときは、その者に退館又は退

場を命ずることができる。 

第11条 教育委員会（条例第８条の規定により指定

管理者が管理を行う場合にあっては指定管理者）

は、体育施設に入館している者（前条第２項の規

定の適用がある者を除く。）が前条第１項各号に

規定する事項に違反したとき、その他体育施設の

管理上支障がある行為をし、又はするおそれがあ

ると認めるときは、その者に退館を命ずることが

できる。 

別記 別記 

様式第２号乙 様式第２号乙 

№ № 

体育施設個人使用券 体育施設個人使用券 

使用区分 体育館 

武道館 

陸上競技場

午前 

午後 

夜間 

使用区分 体育館 

武道館 

午前 

午後 

夜間 

￥ 

１人１施設１回限り 

領収印の無いものは無効とします。

この券は退館（場）するまでお持ち

ください。 

この券の払い戻しはいたしません。

￥ 

１人１施設１回限り 

領収印の無いものは無効とします。 

この券は退館するまでお持ちくださ

い。 

この券の払い戻しはいたしません。 

様式第３号 －略－ 様式第３号 －略－ 

様式第４号 －略－ 様式第４号 －略－ 
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山形県体育施設条例施行規則の一部を改正する規則案の概要 

第１  内 容 

 山形県あかねケ丘陸上競技場を令和３年４月１日をもって廃止する「山形県体育施設

条例の一部を改正する条例案」が、県議会１２月定例会において可決されたことに伴い、

体育施設の管理運営等について必要な事項を定めた標記規則について、同競技場に関す

る文言の削除及び文言の整理を行うもの。 

第２ 改正の概要（新旧対照表を参照） 

（１）施設名称の削除

該当箇所・・・様式第２号乙（体育施設個人使用券）中の使用許可施設記載欄の

「陸上競技場」を削除 

（２）同競技場の管理等に関する文言の削除

該当箇所・・・第２条中、同競技場に係る休場日の文言「（山形県あかねケ丘陸上

競技場にあっては、月曜日）」を削除 

（３）文言の整理

「休館日及び休場日」の「及び休場日」に係る文言及びそれに類する文言を削除

該当箇所・・・第２条第１項、第 10 条第 2 項、第 11 条

※ 県体育館、県武道館に関しては、変更なし。

第３ 施行期日 

令和３年４月１日 

以上 
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